
物品等又は役務の名称及び数量 契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 契約金額
随意契約によることとした
規則の根拠条文及び理由

放射性医薬品Ⅱ　一式 令和8年3月31日 公益社団法人　日本アイソトープ協会
87,930,161円
（単価/一式）

契約事務取扱規程第２６条第１項
の規定の規定により随意契約とし
た。
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